
道路運送車両の保安基準【2008.7.7】 

第33条（前部霧灯） 

－1－ 

 （前部霧灯） 

第33条 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。 

２ 前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす

照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明

るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 

３ 前部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示

で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

４ 自動車には、前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合

する前部霧灯照射方向調節装置（前部霧灯の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に

応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。）を備えることができる。 

 

 


